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本
に
触
れ
合
う
機
会
を
増
や

し
て
い
た
だ
く
た
め
、
次
と
お

り
巡
回
図
書
を
行
い
ま
す
。

貸
出
し
す
る
本

小
説
・
児
童
書

巡
回
日
と
場
所

▼
7
月　

日�
20

・
下
金
山
地
区
多
目
的
セ
ン
タ
ー

午
後
6
時
〜
7
時

・
金
山
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

午
後
7
時　

分
〜
8
時　

分

30

30

▼
7
月　

日�
21

・
東
鹿
越
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

（
消
防
分
遣
所
内
）

午
後
4
時
〜
5
時

・
落
合
地
区
多
目
的
セ
ン
タ
ー

午
後
6
時
〜
7
時

・
北
落
合
除
雪
管
理
セ
ン
タ
ー

午
後
7
時　

分
〜
8
時　

分

30

30

利
用
方
法

担
当
職
員
が
対
応
し
ま
す
の

で
お
申
し
付
け
く
だ
さ
い
。
な

お
、「
図
書
貸
出
個
人
カ
ー
ド
」

を
お
持
ち
で
な
い
方
に
は
、
そ

の
場
で
カ
ー
ド
を
発
行
し
ま
す
。

返
却
方
法

公
民
館
分
館
ま
た
は
巡
回
窓

口
車「
や
ま
び
こ
号
」に
返
却
し

て
く
だ
さ
い
。

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
の
事
故

防
止
を
目
的
に「
北
海
道
プ
レ

ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
条
例
」
が
、
４

月
１
日
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い

ま
す
。

▼「
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
」と
は
、

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
、
ヨ
ッ
ト
、

水
上
オ
ー
ト
バ
イ
な
ど
の
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
供
さ
れ
る　
20

ト
ン
未
満
の
小
型
動
力
船
を
い

い
ま
す
。

▼
条
例
で
は
、
操
縦
者
な
ど
に

一
定
の
責
務
が
課
せ
ら
れ
て
お

り
、
違
反
者
に
は
最
高　

万
円

30

の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

▼
操
縦
者（
船
長
）の
責
務
は
次

の
と
お
り
で
す
。

・
有
資
格
者
の
自
己
操
縦

・
非
正
常
状
態
で
の
操
縦
禁
止

・
救
命
胴
衣
の
着
用

・
水
難
事
故
等
発
生
時
の
対
応

▼
水
難
事
故
な
ど
の
危
険
性
が

高
い
水
域
を「
水
域
利
用
調
整

区
域
」
と
し
て
知
事
が
指
定
し
、

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
の
航
行

を
禁
止
し
た
り
、
制
限
し
た
り

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

旭
川
地
方
法
務
局
富
良
野
出

張
所
の
管
轄
す
る
商
業
・
法
人

登
記
事
務
は
、
平
成　

年
7
月

16

　

日
か
ら
順
次
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

20に
よ
り
処
理
し
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
登
記
簿
謄

本
・
抄
本
に
替
え
て「
登
記
事
項

証
明
書
」を
、登
記
簿
の
閲
覧
に

替
え
て「
登
記
事
項
要
約
書
」と

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
発
行
し
ま
す
。

な
お
、
す
べ
て
の
会
社
・
法

人
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
と
な
る

の
は
9
月
上
旬
の
予
定
と
な
っ

て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
会
社
と
法
人

富
良
野
沿
線
５
市
町
村
内
に

本
店
・
支
店
・
主
た
る
事
務
所
・

従
た
る
事
務
所
を
置
く
会
社
ま

た
は
法
人
な
ど
。

ま
た
、
登
記
申
請
方
式
も
一

部
変
更
さ
れ
ま
す
が
、
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

旭
川
地
方
法
務
局
富
良
野
出
張
所

　
�
　

‐
２
２
４
８

２２

　

旭
川
地
方
法
務
局
総
務
課

　
�
０
１
６
６
‐　

‐
２
３
１
１

５３

�

�

�

�

�������������������

�������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

総
務
課（
防
災
統
計
係
）
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マ
リ
ン
レ
ジ
ャ
ー
を
楽
し

む
方
に
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教
育
委
員
会（
生
涯
学
習
係
）
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巡
回
図
書
を
行
い
ま
す

学校プールを開放します

■各学校プールの解放期間など

問い合せ先
（各 学 校）

利 用 時 間プール休業日
開 放 期 間場 所

土・日・夏季休業中平　　日８ 月７ 月

� 53-242318：0010：30 ～18：0015：00 ～

１４・１５・１６日

１４・１５・２５日

７月３日�～９月５日�

落合小中学校プール

� 52-231118：0010：00 ～18：0014：30 ～２５日幾 寅 小 学 校 プ ー ル

� 54-252718：0010：00 ～18：0015：00 ～１５・２５日金 山 中 学 校 プ ー ル

� 55-205018：0010：00 ～18：0014：30 ～１１・１２・２５日下金山小中学校プール

安全に楽しむためにルールやマナーを守ってご利用ください。

■利用するうえでの注意事項
①開放時間は、各プールによって「幼児」と「高校生・一般」に区分されている場合があり
ますので、事前にご確認ください。
②水温・室温が低いなどの条件によって利用できないことがあります。
③プールに赤旗が立っている日は利用できません。
④プール利用は、授業など当該学校の児童・生徒の利用が優先されます。
⑤幼児および小学校低学年は保護者などの同伴でご利用ください。
⑥その他プール前に設置されている「使用時間・使用規則」とプール巡視員の指示に従ってご利用ください。

�

�

�

�

�������������������

�������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

旭
川
地
方
法
務
局
富
良
野
出
張
所
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商
業
・
法
人
登
記
事
務
が
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
処
理
に
な
り
ま
す


